
 

 

大田区営アロマ地下駐車場指定管理者の募集について 

 

 

   大田区営アロマ地下駐車場は、平成 18年度から指定管理者制度を導入し、現

在、タイムズ 24株式会社・タイムズサービス株式会社グループが管理業務を行

っている。 

   現行の指定管理期間が令和５年度末をもって終了するため、次期指定管理者

を募集する。 

   

１ 対象施設 

  大田区営アロマ地下駐車場（大田区蒲田五丁目 37番４号） 

 

２ 指定期間  

  令和６年４月１日から令和 11年３月 31日までの５年間（予定） 

 

３ 選定方法及び手続 

  公募型プロポーザル方式 

   選定委員会を設置し審査する。 

 

４ 主な手続き日程(予定) 

項   目 日   程 

募集要項の公表 令和５年７月 21日 

現地説明会 ８月２日 

応募受付     ９月上旬 

選定委員会の開催     10月中 

指定管理者の指定（議会上程） 第４回定例会 

 
 

地域産業委員会 
令和５年７月 14日 

スポーツ・文化・国際都市部 資料８番 

所管 文化振興課 


